
単品スライド実施フロー【受注者の購入金額を採用する場合】

スライドの変更請求

受注者側のスライド額の算定

設計変更を行い、契約金額を変更

・請求期間の確認

・協議開始日の通知

【様式１】

【様式２】

受注者 発注者

発注者側のスライド額算定

【様式３，３－１】＋根拠資料＋証明書類の提出

スライド額について了承

・実際の購入金額を実勢価格としてスライド額を算定

・変動額が契約金額の１％以下は変更不可を通知【様式４】

・１％以上の場合は、県のスライド額を提示し

受注者と協議【様式６】

※様式６：受注者の実際の購入金額を採用した場合に使用

７日以内

１４日以内

スライド額の確定

①

②

③

④

⑤

【協議開始日】


